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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における 

工事及び業務の対応について 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、令和 2 年 5 月 25 日に、内閣総理大臣より新型インフルエンザ等緊急事態

解除宣言が行われたところですが、新型コロナウイルス感染症への対策については、

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和 2年 3 月 28 日（令和 2

年 5月 25 日変更））において、基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要があり、

三つの密の回避など、感染拡大を予防する新しい生活様式を社会経済全体に定着さ

せること等が重要であるとされていることなどを踏まえ、引き続き適切な対応をお

願いする旨、国土交通省より通知がありました。 

また、地方公共団体宛における工事等の一時中止措置等及び国土交通省直轄事業

における対応について、それぞれ別添１及び別添２のとおり参考送付がありました。 

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、本件について、貴会会員企業の  

皆様に対して周知賜わりますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

以 上 

【添付資料】 

・国土交通省通知文（事務連絡） 

・別添１ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事 

及び業務の対応について（地方公共団体宛） 

・別添２ 新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除後における工事 

及び業務の対応について（国土交通省直轄事業） 
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